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◆大手結婚相談所ツヴァイの入会費用を
　全額町が助成します。
※月額会費は参加者の負担となります。
（月額会費は条件により変わります。）
　詳しくはツヴァイまでお問合せください。
▼問合せ　
ツヴァイ和歌山（イオンモール和歌山内）
　　　　　　　　☎ 073 ‐ 453 ‐ 0281

◆町内で開催される同窓会を応援します（若者交流支援事業）
　町出身の若者が地元で集まり、親しい友人との懇談の中で、ふるさとへの思いを深めていただくた
め、町内で開催される同窓会開催に係る費用の一部を助成します。
▼助成額　１人２千円（最大５万円まで）※助成を受けるためには年齢等条件があります。
　詳しくは町HP又は地方創生企画政策担当までお問合せください。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　▼問合せ　地方創生企画政策担当　☎ 492‐ 2775

◆ラヴィーナが贈る出逢いのパーティー「縁活」
▼日時　
11 月７日（土）　ラヴィーナマリエール（泉佐野市）
12 月 12 日（土）　ラヴィーナ和歌山
※岬町住民の方は会員価格（3500 円）で参加いただけます。
※対象、定員がありますので、詳しくはラヴィーナ和歌
山までお問合せください。
▼問合せ　ラヴィーナ和歌山　☎ 073 ‐ 454 ‐ 0010

　岬町では、結婚を希望する住民の方を応援する「婚活応援プロジェクト」を進めています。
　ライフスタイルや環境の変化に伴い、結婚につながる出逢いの機会が減少しています。
出会いは、待っているだけでは訪れない。あなたも素敵な「縁」への一歩を踏み出してみませんか。

◆泉南警察署からお知らせ
■油断大敵！闇夜に潜む危険
○夕暮れ時は危険！早めのライ
ト点灯を！
○前照灯のハイビーム・ロービ
ームのこまめな使い分けで早期
発見！
■全国地域安全運動
▼重点
○子どもと女性を対象とする犯罪
の被害防止
○特殊詐欺の被害防止
○地域の情勢に応じた街頭犯罪の
被害防止
▼スローガン
○メインスローガン
　みんなで力をあわせて　安全・
安心なまちづくり
○サブスローガン
●地域の輪　みんなで守ろう　子
どもの未来
●振り向いて　あなたの後ろに　

迫る影
●声かけて　みんなで防ごう　特
殊詐欺
●「還付金、ＡＴＭに行って」は
詐欺！
●カギ掛けて！　減らそう　なく
そう　自転車盗
●カギ締めて　荷物残さず　から
っぽに
▼問合せ　泉南警察署
　　　　　　　　　☎471‐1234

◆行政書士無料相談会
▼日時　10 月 18 日（日）
　午前 10 時～午後 4時
▼場所　エブノ泉の森ホール
（泉佐野市市場東１－295－１）
▼相談内容　相続手続・遺言書
作成・許認可業務・農地申請・
交通事故保険請求・協議離婚等
▼問合せ　大阪府行政書士会泉
州支部　　☎ 464 － 2793

◆模擬調停開催
▼日時 10 月 27 日（火）
午後 1時 30 分から午後４時
▼場所　大阪家庭裁判所８階大
会議室（大阪市中央区大手前４
－１－ 13）
▼募集人数　50 人程度
▼対象者　一般の方
▼申込方法　
事前電話による先着順（１回の
電話で３人まで予約可能）
▼申込開始日時
10 月７日（水）午前 9 時
▼申込先・問合せ　
大阪家庭裁判所事務局総務課広
報係（平日午前９時～午後５時）
　　　　☎ 06 － 6943 － 5692

あなたの縁活・婚活応援します！あなたの縁活・婚活応援します！
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  親子で走るマラソンはいかがですか？もちろん、その他にも色々な
種目があります。体力に自信のある方はこの機会に一度チャレンジ
してみてはいかがでしょうか？今回から重複エントリー【高校生・
大学生・一般（男・女）10000m とファミリー（小学 1 年生～ 3 年
生と父親・母親）2000m】が出来るようになりました。（他の種目
の重複エントリーはできません。）みなさん奮ってご参加ください。
  なお、一般の部 10000 ｍの男女優勝者には、平成 29 年 2 月に
開催されます第 24 回泉州国際市民マラソン大会に招待選手として
出場できる特典もあります。
▼とき 　12 月 13 日（日）
　○開会式   午前９時～　○競技開始　午前９時 30 分
▼コース   いきいきパークみさき（多奈川地区多目的公園内）

▼競技種目（すべて男女別に実施）
  ○小学生１、２、３年生　2000 ｍ
  ○小学生４、５、６年生　3000 ｍ
  ○中学生・高校生・大学生・一般　5000 ｍ
  ○高校生・大学生・一般　10000 ｍ
  ○ファミリー（小学１～３年生と父親の部 ･ 母親の部）2000 ｍ
▼参加費（保険料含む）
　○小学生　300 円　　　　○中学生 ･ 高校生　500 円
　○大学生 ･ 一般　700 円　○ファミリー（２人で）　700 円
※重複エントリーについては各種目ごとに参加費合計1400円が必要です。
※参加費は申込みの際にお支払い下さい。キャンセルについては返
金できませんのでご了承ください。
▼対象者  泉南地区（岸和田市以南）に在住・在勤・在学の方。
※小学生以上が対象です。
▼申込期間　10 月 17 日（土）～ 30 日（金）　午前９時～午後５時
※申込期間以降の受付はいたしませんので必ず期間内にお申込下さい。
▼申込場所　岬町立青少年センター内　生涯学習課
　申込書は、岬町役場・生涯学習課（青少年センター）・淡輪公民館・
ピアッツァ５にあります。また、町ホームページからもダウンロー
ドできます。
※ 10 月 19 日（月）、26 日（月）は休館日のため、受付できません。
▼注意事項
※参加者は自己の体調管理に万全を期すこと。怪我等については応
　急処置のみで、他の事故等については一切責任を負いません。
※競技の運営に支障をきたしますので、車は所定の場所以外に駐車
　しないで下さい。
※大会当日、午前７時に泉州地域に警報発令がある場合は中止します。
▼主催　第 31 回みさきファミリーマラソン実行委員会
▼後援　岬町教育委員会　▼問合せ  生涯学習課　☎ 492 ‐ 2715

第 31 回みさきファミリーマラソン大会
参加者募集！

◆社労士による労働トラ
　ブル・年金無料相談会
　大阪府社会保険労務士会が、
社会貢献事業の一環として行っ
ている無料相談会です。ターミ
ナル隣接地の会場を借り、相談
ブースを設置し、対面方式によ
り労働・年金・医療保険等に関
する相談を行います。
▼日時　
10 月 19 日（月）、20 日（火）
午前 10 時～午後８時（受付は
午後７時 30 分まで）
▼場所　
なんば CITY　地下１階ガレリ
アコート（旧ロケット広場）大
阪市中央区難波５丁目１ ‐ 60
▼対象　大阪府民・市民
※年金相談の方は年金機構から
の通知書、定期便等の資料をお
持ち下さい。予約不要です。
▼問合せ　大阪府社会保険労務
士会　☎ 06 ‐ 4800 ‐ 8188

◆大阪府最低賃金改正
　10 月１日から「大阪府最低
賃金」の金額が改正されました。
これにより、使用者は労働者に
対して、次の金額以上の賃金を
支払う必要があります。　
▼時間額　858円
○大阪府最低賃金は、パート、
アルバイト等を含むすべての労
働者に適用されます。
○特定の産業の労働者について
は、別に「産業別最低賃金」が
定められています。
※詳しくは下記連絡先または最
寄りの労働基準監督署にお問い
合わせ下さい。
○問合せ
　大阪労働局労働基準部賃金課
　　　　☎ 06 － 6949 － 6502
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その他

第 6 回　防災・安全フィールドワーク・キャラバン
　災害時に活躍する、いろいろな車両や装備、防災グッズなどを展示し
て説明や実演をいたします。防災や防犯について楽しみながら考えるこ
とができる機会ですので、家族そろってお気軽にご参加ください。
▼日時　10 月 17 日 ( 土 )　10 時～ 14 時
▼場所　イオンモールりんくう泉南　E 駐車場
▼内容　○消防はしご車・パトカー・自衛隊車両等の展示と搭乗体験　
○初期消火訓練　○煙体験ハウス　○応急手当訓練　○防災グッズ等の紹介等
※「平成 27 年度泉南市・イオンモール合同防災訓練」との合同開催です。
▼参加費　無料　　
▼主催　大阪府、泉南市、（公財）大阪府消防協会泉南地区支部、イオングループ

◆無料出張公証相談所開設
　公証週間の行事として、大阪
公証人会主催で、下記の通り、
無料出張公証相談を開設します。
※公正証書とは、法務大臣が任命
する公証人が作成する公文書です。
▼日時　10月７日　13時～16時
▼場所　泉大津市役所
▼相談員　
　大阪法務局所属の現職公証人
▼問合せ　江戸堀公証役場　
　　　　　☎06‐ 6443‐ 9489

◆フォト教室受講生募集
　初心者の方に向けて撮影の基
礎的な技術を学ぶ教室です。お
気軽にご参加ください。
▼日時　11 月８日（日）13 時
～ 14 時 30 分（受付 12 時 30 分）
▼場所　せんなん里海公園　潮
騒ビバレー 2 階会議室
▼定員　20 名（先着順）
▼受講料　無料
※お車で来園の場合は、駐車料
金 620 円がかかります。
▼申込　10 月１日から電話又
はＦＡＸで申し込下さい。　

（受付時間 9 時 30 分～ 17 時）
▼講師　柴田　正さん
▼準備物　
デジカメ又は、スマートフォン

（無くてもよい）　
▼主催　
せんなん里海公園管理事務所
▼問合せ　
〒 599 ‐ 0301　　
泉南郡岬町淡輪地先
せんなん里海公園管理事務所　
　　　　　　　☎ 494 ‐ 2626
　　　　　　　FAX494 ‐ 2688

◆市民農園入園希望者募集！

　新たに市民農園を開設しまし
たので、入園を希望される方を
募集します。
   なお、農地のあっせんは先着
順となります。
▼入園期間　
申し込みの翌月１日～平成 28
年 3 月 31 日（ 平 成 28 年 度 か
ら年単位）
▼申込受付期間　随時（土日祝
日を除く、午前 9 時～午後 5 時）
▼区画面積　1 区画約 30㎡
▼入園料　
　一年ごとに 3,000 円（税込）
※今年度に限り月割り計算とな
ります。また、年度ごとに自動
更新となります。
※途中退園される場合でも月割
返戻はできません。
▼あっせん基準
①岬町住民であること
②非農家の世帯であること
③市民農園の趣旨を理解し、その
利用に熱意のある者であること
④その他、許可条件等を遵守で
きる者であること

▼指定農園付近図
※現地周辺に駐車場はありません。
▼申込書設置及び受付場所　
　役場　産業振興課
▼問合せ　産業振興課　
　　　　　　　☎ 492 ‐ 2749

◆薬物乱用は
　「ダメ。ゼッタイ。」
　10 月～ 11 月は麻薬・覚醒剤
乱用防止運動月間です。危険ド
ラッグは買わない ! 使わない !
かかわらない！
　「危険ドラッグ」は、麻薬や覚
醒剤と同様に大変危険です。決し
て近づかないようにしましょう。
▼問合せ　大阪府薬務課
　           ☎ 06 ‐ 6941 ‐ 9078

▼問合せ　大阪府岸和田土木事務所　
　　　　　地域支援企画課　地域支援防災グループ
　　　　　　　　　　☎ 439 ‐ 3601（内線 331）
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募　集
◆泉州南消防組合職員
　採用試験
▼試験職種　消防職員
▼採用人員　８名程度
▼受験資格　
平成２年４月２日から平成 10
年４月１日までに生まれた人
▼試験日　
第１次試験　平成 27 年 10 月
31 日（土）
▼場所　阪南市立飯の峯中学校
※第２次試験の日時及び場所に
ついては、第１次試験合格者へ
後日連絡します。
▼申込書の配布　
　泉州南広域消防本部総務課及
び各消防署にて配布しています。
※ ホ ー ム ペ ー ジ (http://www.
senshu-minami119.jp/) か ら も
ダウンロードできます。
▼申込方法　平成 27 年 10 月１
日（木）から平成 27 年 10 月 15
日（木）までに泉州南広域消防
本部総務課へ持参または郵送。
※郵送の場合は 10 月 15 日（木）
必着
▼問合せ・申込先　
泉州南広域消防本部総務課
〒 598 ‐ 0048　泉佐野市りん
くう往来北１番地の２０
　　　　☎ 072 ‐ 469 ‐ 0119
　　又は☎ 072 ‐ 462 ‐ 1050

▼とき　平成28年１月10日（日）　午前11時開式
▼ところ　岬町立岬中学校　体育館
▼対象　平成７年４月２日～平成８年４月１日ま
　でに生まれた人。
※対象者には12月初旬頃にご案内をお送りします。
▼その他　○式典終了後、集合写真を撮影します。

○転居等で、現在岬町内に住まれていない方も参加
できますので、参加希望の方は氏名・現住所・連絡
先を11月 27日（金）までにご連絡ください。
○駐車スペースに限りがありますので、車で来られ
る場合はできるだけ乗り合わせてご来場下さい。
○ご家族の方も入場できます。

岬町成人祭のご案内

▼問合せ　生涯学習課　☎492－ 2715

◆町営住宅入居者募集
▼募集住宅　緑ヶ丘住宅７戸
▼募集対象　子育て世帯　
▼住戸タイプ・募集戸数
○２DK　５戸

（１ ‐ 107、１－ 402、１－ 403、
１－ 407、１－ 502）
○３DK　２戸

（１－ 308、１－ 408）
▼応募者資格
　次のすべての条件を満たす方
○現在、住宅に困窮している方
※持ち家のある方は、原則とし
て申し込みできません。
※岬町営住宅入居の方は、原則
として申し込みできません。
○平成 26 年９月１日現在、岬
町内在住または在勤の方
○同居者に中学就学の始期に達
するまでの方がいること。
○岬町営住宅条例で規定されて
いる収入基準に適合する方
○家賃の支払い能力のある方
○連帯保証人のある方
○応募者及び同居者が暴力団員
でない方
※暴力団員とは暴力団員による
不当な行為の防止等に関する法
律第２条第６号に規定する者を
いいます。
▼選考方法　公開抽選
　平成 25 年度以前の過去３年
間に小田平、平野北住宅に申し
込み落選した方については、抽
選倍率の優遇措置を講じます。

※平成 26 年度募集なし
▼入居予定　12 月上旬以降
▼応募期間　10 月５日（月）
～ 15 日（木）
▼申込用紙の配付
※次の窓口で応募期間中配付し
ます。
○役場　建築課　住宅管理係　
　☎ 492 － 2736

（午前９時～午後５時 30 分）
○岬町人権多奈川地域協議会　
　☎ 492 － 3270

（午前９時～午後４時）
○岬町人権淡輪地域協議会　　
　☎ 494 － 1508

（午前９時～正午）
▼申込　役場建築課住宅管理係
▼受付時間
　午前９時～午後５時 30 分まで
※ただし土日・祝日は除きます。
▼問合せ　建築課　住宅管理係
　　　　　　　☎ 492 － 2736

■　本　の　紹　介　■
☆スカラムーシュ・ムーン
　著者 ：海堂　尊　
☆流
　著者 ：東山　彰良
☆家族という病
   著者 ：下重　暁子
※本のリクエストを受付けてい
ます。淡輪公民館では、大阪府立
中央図書館より本の貸出を受け
ています。公民館にない本、貸出
中の本もリクエストして下さい。

本の紹介本の紹介本の紹介本の紹介本の紹介本の紹介本の紹介本の紹介本の紹介本の紹介本の紹介本の紹介本の紹介本の紹介本の紹介

図書だより図書だより
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◆講演会開催のお知らせ
　～認知症の向こう側にある心、
　　おじいちゃんから孫へ～
　自分らしい生き方を楽しむ元
気な高齢者が増えた一方で、介
護が必要な方も増えてきていま
す。また介護する側の状況も変
わりつつあり、今や介護の問題
はご本人はもちろんご家族にと
っても小さくない問題です。認
知症をはじめ、介護が必要な方
とその家族を理解し、温かく見
守ることを地域で広めていくた
めに講演会を開催します。ぜひ
ご参加ください。
▼日時
　11 月 12 日 (木)14 時～ 16 時
▼受付開始　13 時 30 分～
▼場所　岬町文化センター
▼講師
いのちの講演家　岩崎順子氏
( 公益財団法人和歌山県人権啓
発センター講師 )
▼定員　50 名 ( 先着順 )
▼申込・問合わせ
　高齢福祉課　☎ 492 ‐ 2716

年　金
◆国民年金の独自給付
　国民年金第１号被保険者独自
の給付として、付加年金や寡婦
年金、死亡一時金があります。
■付加年金
　第１号被保険者・任意加入被
保険者が定額保険料に付加保険
料（月額 400 円）をプラスし
て納付すると、老齢基礎年金に
付加年金が上乗せされます。
▼付加年金の年金額　
　200 円×付加保険料納付月数
▼付加保険料の納付　

　申し込んだ月分から
▼納付期限　翌月末日（休日・
祝日の場合は翌営業日）
※納付期限を経過した場合で
も、期限から２年間は付加保険
料を納めることができます。
▼申込　役場保険年金課
　なお、付加年金は、老齢基礎年
金と合わせて受給できる終身年
金ですが、定額のため物価スライ
ド（増額・減額）はありません。
また、国民年金基金に加入中の方
は、付加保険料を納付できません。
■寡婦年金
　第１号被保険者として保険料
を納めた期間（免除期間を含む）
が 25 年以上ある夫が亡くなっ
た時に、10 年以上継続して婚姻
関係にあり、生計を維持されて
いた妻に対して 60 歳から 65 歳
になるまでの間支給されます。
▼年金額　夫の第１号被保険者
期間だけで計算した老齢基礎年
金額の４分の３。
※ただし、亡くなった夫が障害
基礎年金の受給権者であった場
合、老齢基礎年金を受けたこと
がある場合は支給されません。
　また、妻が繰り上げ支給の老
齢基礎年金を受けている場合は

支給されません。
◆死亡一時金
　第１号被保険者として保険料
を納めた月数（４分の３納付月
数は４分の３月，半額納付月数
は２分の１月，４分の１納付月
数は４分の１月として計算）が
36 月以上ある方が、老齢基礎
年金・障害基礎年金を受けない
まま亡くなった時、その方によ
って生計を同じくしていた遺族

（１・配偶者、２・子、３・父母、４・
孫、５・祖父母、６・兄弟姉妹
の中で優先順位の高い方）に支
給されます。
▼死亡一時金の額　
保険料を納めた月数に応じて
120,000 円～ 320,000 円
※付加保険料を納めた月数が
36 月以上ある場合は、8,500 円
が加算されます。また、遺族が、
遺族基礎年金の支給を受けられ
るときは支給されません。
▼寡婦年金を受けられる場合　
　どちらか一方を選択します。
▼死亡一時金を受ける権利の時効
　死亡日の翌日から２年。
▼問合せ　
貝塚年金事務所　☎ 431 ‐ 1122
役場保険年金課　☎ 492 ‐ 2705

『全国道路 ・街路交通情勢調査のお知らせ』
～自動車の利用実態に関する調査～

　国土交通省では、都道府県、政令指定市及び高速道路会社と連携して、
平成27年９月～11月にかけて、全国道路・街路交通情勢調査を実施します。
　交通情勢調査は、昭和 3 年から概ね 5 年毎に実施している全国的
な規模の調査であり、道路と道路交通の実態を把握し、道路の計画、
建設、管理などについて基礎資料を得ることを目的とし、道路の状況
調査や自動車をお持ちの方を対象にしたアンケート調査による、自動
車の利用実態に関する調査を実施します。
　なお、アンケート調査は、自動車をお持ちの方の中から無作為に抽出さ
れたご家庭に調査票を配布しますので、調査へのご協力をお願いします。
▼問合せ　国土交通省　近畿地方整備局　大阪国道事務所　地域調整課　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　☎ 06 ‐ 6932 ‐ 1421
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人 の 動 き

平成 27 年９月１日現在

世帯数
人　口   
　男　
　女

   ７，６３２
１６，５４９人
   ７，７６５人
   ８，７８４人

（＋　７）
（－　６）
（－　４）
（－　２）

前月比

税
◆ 10 月の納税
■町府民税　第３期分
▼納期限　11 月２日（月）
　納期限までに、お近くの金融
機関や郵便局、コンビニエンス
ストアで納めてください。
　銀行口座振替又は、郵便局自
動払込をご利用の方は、預貯金残
高をお確かめください。振替日又
は払込日は、11 月２日（月）です。
▼問合せ　税務課　納税係　

☎ 492 － 2765　

◆税務署からのお知らせ
■マイナンバー制度が始まります
　社会保障・税制度の効率性・透
明性を高め、国民にとって利便性
の高い公平・公正な社会を実現す
ることを目的として、社会保障・
税番号制度（マイナンバー制度）
が導入されます。平成 27 年 10 月
から、個人番号（マイナンバー）・
法人番号が通知され、平成 28 年
１月から順次利用が開始されます。
国税に関する社会保障・税番号制
度についての詳しい情報は、国税
庁ホームページ内の「社会保障・
税番号制度＜マイナンバー＞につ
いて」をご覧ください。
■ダイレクト納付はこんなに便
利です！
　ダイレクト納付とは、事前に税
務署に届出をしておけば、e-Tax

を利用して電子申告等又は納付
情報登録依頼をした後に、簡単な
操作で、届出をした預貯金口座か
らの振替により、即時又は指定し
た期日に納付することができる
電子納税の納付手段です。
　ダイレクト納付は、税務署や金
融機関に出向くことなく、自宅や
オフィスなどのインターネット
を利用できるパソコン、又はスマ
ートフォンやタブレット端末か
らも納付が可能で便利です。
■ 10 月はリデュース・リユ
　ース・リサイクル（３Ｒ）
　推進月間
　循環型社会を構築するために
は、法制度の整備だけではなく、
行政、事業者、消費者の幅広い参
加による運動を展開し、国民一人
一人の理解と協力を得ることが
不可欠です。そこで、関係省庁で
は、毎年 10 月を「リデュース・
リユース・リサイクル（３Ｒ）推
進月間」と定めて、幅広く国民へ
の啓発活動を展開しています。
　この啓発活動の一環として、
国税庁では、酒類の「リターナ
ブルびん」は繰り返し使える大
切な資源であることを周知する
とともに、酒類容器の３Ｒへの
協力を酒類業者と消費者に広く
呼びかけています。
▼国税庁ホームページ
　　　　　　www.nta.go.jp　
▼問合せ
　泉佐野税務署　総務課
　　　　　　☎ 462 － 3471　

福　祉
◆里親地域相談会開催
　いろいろな事情で家族と暮ら
せない子どもがいます。その子
どもたちが家庭で育つ機会を一
緒につくりませんか？里親さん
から話を聞いてみたい方、里親
制度のことを知りたい方、その
他里親に関心のある方、お気軽
にお立ち寄りください。
▼日時　10 月 18 日（日）　
　13 時 30 分～ 16 時
※予約不要
▼場所　岸和田市立浪切ホール
４階特別会議室
※南海岸和田駅から徒歩 10 分
▼内容　里親制度に関心のある
方の質問・疑問等、個別相談。
▼参加費　無料
▼主催　大阪里親連合会岸和田
支部 ( どんぐり会 )
大阪府岸和田子ども家庭センター
▼共催　大阪府里親支援機関
( 公益社団法人　家庭養護促進
協会 )
▼問合せ
　大阪府岸和田子ども家庭セン
ター ( 里親担当 )
　　　　☎ 072 － 445 － 3977
　　　FAX072 － 444 － 9008
平日 ( 土、日、祝日を除く )
　　　　　９時～ 17 時 45 分

岬町教育委員会

　町内のこどもを犯罪から守
るため、みなさまのご協力を
お願いします。
地域安全ボラン
ティアの登録は
随時受付ています。

毎月８日は
「こども安全デー」

毎月８日は
「こども安全デー」
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各 種 相 談各 種 相 談各 種 相 談 ※くわしくはお問い合わせください。

相談業務名 日時等 場所・予約・問合せ

◆法律相談（予約制） 10 月 14 日（水）・28 日（水）
午後２時〜５時（定員 6 名）

役場監査委員室
まちづくり戦略室　☎ 492 − 2775

◆行政相談 10 月 21 日（水）
午前 10 時〜正午

役場相談室
まちづくり戦略室　☎ 492 − 2775

◆障がい者相談
※緊急時は 24 時間電話対応

■愛の家「みらい」相談室
　平日　午前９時～午後５時
■障がい者出張相談（要予約）
　10月21日（水）午後１時30分〜４時

■愛の家「みらい」相談
　☎ 494 ‐ 0123 ／ FAX 494 ‐ 0102
■障がい者出張相談
　役場相談室　地域福祉課　☎492−2700

◆介護相談 平日　午前９時〜午後５時 30 分 高齢福祉課　☎ 492 − 2716
◆教育に関する相談 平日　午後１時 30 分〜３時（要予約）学校教育課・指導課　☎ 492 − 2719

◆消費者相談 10 月 9 日（金）午後１時〜４時 役場監査委員室
産業振興課　☎ 492 − 2749

◆人権擁護委員による
　人権相談

10 月 6 日（火）・20 日（火）
午後１時 30 分〜３時

監査委員室
人権推進課　☎ 492 − 2773　※予約不要

◆人権協会による
　人権相談

■岬町人権協会多奈川事務所
　月・火・木曜日（祝日は除く）の
午前９時〜午後５時　※受付は４時まで
■岬町人権協会淡輪事務所
　水・金曜日（祝日は除く）の午前
９時〜午後５時　※受付は４時まで

■岬町人権協会多奈川事務所
　（文化センター内）
　　☎ 492 − 3270
■岬町人権協会淡輪事務所
　（岬町交流センター内）
　　☎ 494 − 1508

◆総合生活相談

■岬町人権協会多奈川事務所
　火・水・木曜日（祝日は除く）の
午前９時～午後５時　※受付は４時まで
■岬町人権協会淡輪事務所
　金曜日（祝日は除く）の午前９時
～午後５時　※受付は４時まで

■岬町人権協会多奈川事務所
　（文化センター内）
       ☎ 492 － 3270
■岬町人権協会淡輪事務所
　（岬町交流センター内）
　　 ☎ 494 － 1508

◆地域就労支援相談 平日　午前９時〜午後５時
　　　※受付は４時まで 地域就労支援センター　☎ 492 − 0341

◆障がい者就労・生活相談 平日　午前９時〜午後５時 NPO 法人障害者自立支援センター
　☎ 463 − 7867 ／ FAX463 − 7890

◆保健師健康相談 平日　午前９時〜午後５時 30 分 岬町立保健センター　☎ 492 − 2424
◆乳幼児育児健康相談 11 月９日（月）　午前 10 時～正午 岬町立保健センター　☎ 492 − 2424
◆育児相談 平日　午前 10 時〜午後４時 30 分 子育て支援センター　☎ 492 － 1350

◆療育相談 平日　午前 10 時〜午後４時 30 分 こぐま園　☎ 492 － 1131

◆相続・遺言相談（予約制）10 月 20 日（火）午後１時～４時
※行政書士による相談を行います。

▼会場　岬町立保健センター　
▼予約　まちづくり戦略室　☎492－2775

◆出張福祉なんでも相談

■喫茶たまり場（みんなのたまり場）
　10 月６日（火）　午前 11 時～午後 1 時
■喫茶めだか組（多奈川小学校）
　10月14日（水）午後１時～午後３時
■ふれあい喫茶（深日会館）　　　
　10 月 21 日（水）午前 10 時～正午
■オークワ岬店　　　　
　10 月 28 日（水）午前 10 時～正午

■岬町地域包括支援センター
　高齢福祉課　☎ 492 － 2716
■いきいきネット相談支援センター　
　☎ 492 ‐ 2955
■岬町社会福祉協議会
　☎ 492 ‐ 0633

◆福祉なんでも相談
　　　　　　　（要予約）平日　午前９時～午後５時 30 分 ■いきいきネット相談支援センター　

　☎ 492 ‐ 2955

◆生活困窮に関する相談
  （随時の場合は要予約）

■役場相談室
　10 月 14 日（水）・28 日（水）
　午後２時～４時

■大阪府岸和田子ども家庭センター
　生活福祉課　はーと・ほっと相談室
　☎ 441 ‐ 2760
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※広報岬だよりは毎月 8,000 部を作成し、１部あたりの単価は 18.78 円です。

■個人番号（マイナンバー）の通知カードについて
　平成 27 年 10 月以降、住民票を有する全ての方に、12 桁の個人番号が
記載された紙製の「通知カード」が送付されます。「通知カード」は、住
民票の住所に簡易書留により世帯分まとめて郵送されます。
　このカードは平成 28 年１月以降、個人番号カードを取得する際に必要
となるだけでなく、住所や氏名を変更する際にも必要となるので、紛失し
ないよう大切に保管してください。紛失等による「通知カード」の再交付
は有料となりますのでご注意ください。

マイナンバー制度（通知カード・個人番号カード）マイナンバー制度（通知カード・個人番号カード）

■個人番号カードについて
　「個人番号カード」は、本人確認書類として利用可能な顔写真付きのＩＣチップ付きのカードです。希
望者からの申請により平成 28 年１月から順次無料で取得することができます。希望する方は「通知カード」
とともに同封されている個人番号カードの交付申請書にて申請を行ってください。なお、紛失等による「個
人番号カード」の再交付は有料となりますのでご注意ください。

【個人番号カードイメージ】
　（表面）　　　　　　　　　　　　　　　　　（裏面）

　ご不明な点がございましたら下記のマイナンバー制度コールセンターまでお問い合わせください。
▼問合せ　マイナンバー制度コールセンター　☎ 0570 ‐ 20 ‐ 0178
※午前９時 30 分から午後５時 30 分まで受付（土日祝、年末年始を除く）

【通知カードイメージ】

52

　茂野海人さんは、小学３年生から岬ラグビースポーツ少年団でラグビーをし始め、岬
中学校、江の川高校、大東文化大学ラグビー部を経て、2013 年に NEC グリーンロケッ
ツに入社されました。
　今年は、ラグビートップリーグ NEC からニュージーランドに派遣され、クラブチー
ムボンソンビ―に留学して活躍し、オークランド代表のワイダートレーニングスコッド

でも活躍してチャンスを掴み、今回ニュージーランドの地域代表選手権 ITM カップに日本人初のオークラ
ンド代表として、出場することになりました。
　オークランドは、国内王者に 16 回も輝いたことがある名門で、ジョン・カーワンなど数多くのオール
ブラックスを輩出し、スーパーラグビー、ブルーズの母体となるチームで、このチームでプレーできるこ
と自体が大変光栄なことだそうです。ITM カップでオークランド代表選手として活躍できれば、ニュー
ジーランドのスーパーリーグでプロとしての道が開けます。さらなる活躍によって、岬町の子ども達に夢
を与えてくれるよう期待しましょう。

岬町スポーツ少年だ　茂野　海人　さん岬町スポーツ少年団　茂野　海人　さん

▼岬町スポーツ少年団


